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自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対

照
条
文

○
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
四
年
総
理
府
令
第
五
十
三

号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
〜
第
四
条

（
略
）

第
一
条
〜
第
四
条

（
略
）

（
届
出
の
方
法
等
）

第
五
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
設
の
届
出
は
、
当
該
新
設
を
す

る
者
が
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
二
人
以
上
で
あ

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
全
部
又
は
一
部
が
共
同
し
て
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

法
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

二

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

３

法
第
二
十
条
第
一
項
第
七
号
の
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
総
量
の
予
測

の
算
定
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
、
一
年
当
た
り
の
自
動
車
の
予
測
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来
場
台
数
に
、
自
動
車
一
台
当
た
り
の
窒
素
酸
化
物
重
点
対
策
地
区
内
の
走

行
距
離
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
走
行
距
離
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
自
動
車
の
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
走
行
に
伴
い
排
出
さ
れ
る

グ
ラ
ム
で
表
し
た
平
均
的
な
窒
素
酸
化
物
の
量
を
乗
じ
て
得
た
数
を
乗
じ
る

こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
。

二

自
動
車
排
出
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
は
、
一
年
当
た
り
の
自
動
車
の
予
測

来
場
台
数
に
、
自
動
車
一
台
当
た
り
の
粒
子
状
物
質
重
点
対
策
地
区
内
の
走

行
距
離
に
自
動
車
の
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
走
行
に
伴
い
排
出
さ
れ
る

グ
ラ
ム
で
表
し
た
平
均
的
な
粒
子
状
物
質
の
量
を
乗
じ
て
得
た
数
を
乗
じ
る

こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
。

４

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
の
届
出
書
に
よ
っ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
建
物
の
新
設
に
関
す
る
届
出
の
添
付
書
類
）

第
六
条

法
第
二
十
条
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
五
項

及
び
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

個
人
に
あ
っ
て
は
住
民
票
の
写
し
、
法
人
に
あ
っ
て
は
定
款
又
は
寄
附
行

為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二

特
定
建
物
の
位
置
及
び
当
該
特
定
建
物
内
の
特
定
部
分
の
配
置
を
示
す
図

面
三

必
要
な
駐
車
場
の
収
容
台
数
を
算
出
す
る
た
め
の
自
動
車
の
来
場
台
数
等
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の
予
測
及
び
そ
の
算
出
根
拠

四

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
形
式
又
は
自
動
車
の
方
向
別
の
来
場
台
数

の
予
測
等
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置
を
設
定
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項

五

自
動
車
を
駐
車
場
に
案
内
す
る
経
路
及
び
方
法

六

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
物
品
の
搬
出
入
を
行
う
自
動
車
の
台
数
及
び
荷

さ
ば
き
を
行
う
時
間
帯

（
経
過
措
置
に
係
る
届
出
）

第
七
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
の
届
出
書

に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
八
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
の
届
出
書

に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
一
時

的
な
変
更
又
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
建
物
の
新
設
を
す
る
日
の
繰
下
げ
を
行
う
も
の

二

都
道
府
県
知
事
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
有
し
な

い
旨
を
通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
建
物
の
新
設
を
す
る
日
の
繰
上
げ

を
行
う
も
の
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三

特
定
建
物
の
特
定
部
分
の
延
べ
面
積
の
合
計
を
減
少
さ
せ
る
も
の

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
の
届
出
書
に
よ

っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
十
条

法
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
五
の
届
出
書

に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
の
意
見
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
六
の
届
出

書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
七
の
届
出

書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
届
出
）

第
十
三
条

法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
八
の
届
出

書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


